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民有施設の緑化
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○運動公園 
 都市住民全般を対象に、主として運動のために利用すること
を目的とした公園。公園面積の25%～50%の範囲において、
陸上競技場、野球場、サッカー場、テニスコート、バレーコー
ト、プール、体育館などの運動施設を適宜配置するものとされ
ている。音更町内には希望が丘運動公園・音更中央公園がある。 
 
○オープンスペース 
 公園、広場、河川、農地など建物によって覆われていない土
地、または敷地内の空き地の総称。 
 
 
 
○街区公園 
 住区基幹公園の一つ。標準的な施設が配置された公園。主
として街区内に居住する者の利用を目的とする公園。誘致距離
250mの範囲で、0.25haを標準として配置。 
 
○河岸段丘 

河岸に見られる階段状の地形のこと。河成（かせい）段丘と
もいわれる。 

 
○緩衝緑地 
 住宅・商業地域において、大気汚染、騒音、悪臭などの公害
防止、緩和や工業地帯などの災害防止を目的として、公害や災
害の発生源となる地域と居住地域、商業地域などとを分断する
ために設けられる緑地。 
 
○近隣公園 
 住区基幹公園の一つ。標準的な施設が配置された公園。主と
して近隣に居住する者の利用に供することを目的とした公園。
誘致距離500m の範囲で、2ha を標準として配置。音更町内
には若草公園・宝来中央公園などがある。 
 
○景観緑肥 
 観賞用として見栄えの良い植物を栽培し、そのまま畑にすき
込み、植物と一緒に耕し、後から栽培する作物の肥料とするこ
と。 
 
○広域公園 
 主として一つの市町村の区域を超える広域の利用に供する
公園。生活圏等広域的なブロック単位ごとに 1 箇所あたり面
積 50ha 以上を標準として配置。十勝エコロジーパークがあ
る。 
 
○公園施設長寿命化計画 
 公園施設の老朽化に対する安全性の確保及びライフサイク 
ルコスト縮減の観点から、予防保全的管理による長寿命化対策 
を含めた計画的な改築等に係る取り組みを推進することを目
的としている計画。 
 

 
 
 
○耕地防風林 
 吹き付ける風を分散することによって周囲の風の力を弱く
し、作物の損傷や耕地の地温の低下および表土の飛散を防ぐこ 
とで、農作物の増収と品質の向上を図るために造成された防風
林のこと。 
 
 
 
○サイクリングネットワーク 
 快適な歩行者・自転車交通の空間を確保するため、歩行者・
自転車交通と自動車交通との機能分担を図り、幹線的な歩道や、
自転車道をネットワークすること。 
 
○市街化区域・市街化調整区域 
 市街化区域は、都市計画区域のうち、すでに市街地を形成し
ている区域及び概ね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化
を図るべき区域を指す。これに対し市街化調整区域は、都市計
画区域内で、市街化を抑制すべき区域として、開発行為や建築
行為などに厳しい規制が設けられる。都市計画区域を市街化区
域と市街化調整区域とに区分することを区域区分（線引き）と
いい、無秩序な市街化を防止し、市街地の計画的な整備を進め
ることを目的として設定される。 
 
○住区基幹公園 
 都市公園法による都市公園分類の一つ。住宅地の計画原理の
一つである。一辺１㎞、面積 100ha、人口 10,000 人の標
準近隣住区に対して整備すべき公園の種類を総称していう。具
体的には、街区公園、近隣公園、地区公園がこれに該当する。 
 
○循環型社会 
 製品等が廃棄物となることが抑制され、並びに製品等が循環
資源となった場合においては、これについて適正に循環的な利
用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない
循環資源については適正な処分が確保され、もって天然資源の
消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会。 
 
○総合計画 
 市町村が総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定め
る基本構想及び基本構想に基づく基本計画など。 
 平成 22 年度策定の第 5 期音更町総合計画は、平成 32 年
度までの 10 年間を計画期間とし、「豊かな大地に広がる笑顔 
今も未来も 住み続けたいまち おとふけ」を将来像に掲げて
いる。 
 
○総合公園 

休息、遊戯、運動など総合的な利用を目的とした公園。休養
施設、修景施設、運動施設、自由広場、散策路等を総合的かつ
有機的に配置する。鈴蘭公園・十勝が丘公園がある。 
 
 
 
○地域森林計画対象民有林 
 全国森林計画に即して、森林法第 5 条に基づいて北海道知
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事が定める地域森林計画の対象となる民有林のこと。地域森林
計画対象民有林では、1ha を超える伐採や土地の改変等の開
発行為に対して、北海道の許可が必要。 
 
○地域防災計画 
 風水害等の災害に関して、予防・応急及び復旧等の対策を総
合的、計画的かつ有効的に実施するための計画。 
  
○地区公園 
 住区基幹公園の一つ。主として、徒歩圏内に居住する者の利
用に供することを目的とした公園。誘致距離1㎞の範囲内で、
4haを標準として配置。むつみ公園がある。 
 
○十勝牧場 
 明治43年に十勝種馬牧場として創設。幾度かの名称や業務
内容の変更を経て、平成13 年より独立行政法人家畜改良セン
ター十勝牧場として現在に至る。敷地内には、防風林があり場
内を流れる2 本の川沿いに多くの樹林がある。 
 
○都市計画区域 
 都市計画法その他関係法令の適用を受けるべき土地の区域
で、市町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的・社会的条件、
人口・土地利用・交通量などの現況・推移を勘案し、一体の都
市として総合的に整備、開発及び保全する必要がある区域。 
 
○都市計画マスタープラン 

都市計画に関する基本的な方針であり、市町村が、住民の意
見を反映しながら、都市づくりの将来ビジョンや地域別の整備
の方針並びにあるべき市街地像などを明らかにする計画。地域
ごとの市街地整備の方針や土地利用方針、諸施設の配置方針な
どをきめ細かく総合的に定める計画。 
 
○都市緑化推進計画 
 都市緑化を図ることを目的として、公共公益施設の緑化、民
有地の緑化及び民有地の緑の保全などを進めるための計画を
定めるもの。昭和 60年に当時の建設省が地方公共団体に策定
を通達している。 
 
○都市緑地法 
 都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項
を定めることにより、良好な都市環境形成を図り、健康で文化
的な都市生活の確保に寄与することを目的とした法律。平成１
６年に名称が都市緑地保全法から都市緑地法に改称している。 
 
 
 
○ビオトープネットワーク 
 特定の生物群集が生存できるような、特定の環境条件を備
えた均質な、ある限られた地域を指す。多様性のある生物相を
永続的に維持していく上で、様々な生息空間の確保とこれらの
連続性の維持が必要であることが概念。 
 
○保安林 

水源のかん養、土砂の流出・崩壊などの災害から国土を守り、
良好な生活環境の保全及び形成に重要な働きをもつ森林で、農
林水産大臣又は北海道知事が森林法に基づき指定したもの。 

○防風林 
 風害を防ぐために設けた林。海岸防風林と内陸防風林がある。 
 
○ポケットパーク 
 市街地内のわずかなスペースを利用した小公園をいう。 
 
○バリアフリー 
 体の不自由な人が支障なく活動できる生活環境。 
 
○ハンギングバスケット 
 装飾園芸の技法。草花を植えたコンテナを吊るしたり掛けた
りと高い位置に飾るもの。 
 
 
 
○緑の基本計画 
 行政と住民が一体となった各種の緑化施策を体系的・総合的
に展開するための緑化推進計画。都市緑地法に基づく、市町村
独自の計画。音更町では、平成 13年に策定している。 
 
○緑のマスタープラン 
 緑の基本計画の前身となるもので、都市における緑とオー
プンスペースの総合的な整備及び保全を図るための計画。 
 
 
 
○ユニバーサルデザイン 
 高齢者や障がい者をはじめすべての人が、使いやすい快適な
環境をつくる考え方。道路・交通施設やまちづくり、工業製品
等などに考え方が用いられる。 
 
 
 
○ランドマーク 
 都市における主要な目印。ある地域を特徴づける顕著な景
観構成要素。山、塔、建築物、特徴的な樹木など。 
 
○緑化重点地区 

緑化の推進を重点的に図るべき地区として都市緑地法に規
定されており、市町村の緑地の状況などを勘案し、特に重点的
に緑化を図るべき地区を定めたもの。 
 
○緑被率 
 区域に占める緑被地の面積割合。緑被地とは、樹林、草地、
農地、水辺及び公園緑地など植物の緑で被覆された土地、また
緑で被覆されていなくとも自然的環境の状態にある土地の総
称。 
 
 
 
○ワークショップ 
 一般的には、仕事場、工房、工場、研究集会、講習会などと
訳される。あるテーマを決めて、参加者が自由な討論を行いな
がら方向性を見出していくこと。まちづくりを推進するために、
問題解決、計画立案などを住民参加、住民主体により運営して
いく手法のことであり、近年多方面で多く用いられている。 
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